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タイトル
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業予算
を追加しました

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
給付事業に要する総額８，０４８万４千円の補正予算を、４月
１３日付けで専決処分しました。

補正予算の内容は、次のとおりです。

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
給付事業に要する経費 ８，０４８万４千円

詳細は、令和５年度南島原市補正予算（第２号）の概要をご
覧ください。
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◎ 令和５年度 第２号補正予算の概要 

 

 

今回の補正予算は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生

活支援特別給付金支給要領が、令和５年４月１０日付けで示され、

当該給付金について令和５年５月末までに支給することが求めら

れていることから、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に要

する経費を計上いたしました。 

 

 

① 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に要する経費  

（低所得のひとり親世帯分）    ３，０９４万７千円 

 

② 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に要する経費  

（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分） 

４，９５３万７千円 

 
 

 

 

その結果、令和５年度第２号補正予算の総額は、 

  一般会計      ８，０４８万４千円 

で、これを現計予算と合算すると、 

  一般会計  ３１１億９，７９６万３千円 

となります。 

 

これを令和４年度６月補正後予算と比較すると、 

  一般会計    ２億６，１１９万５千円の増 

となり、伸び率は、 

  一般会計    ０．８％の増 

となっています。 

 

 

 

 

 



◆子育て世帯生活支援特別給付金に要する経費 

 ８０，４８４千円 

 

〈事業概要〉 

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て 

世帯に対し特別給付金を支給することにより、実情を踏まえた生 

活の支援を行う。 

〈給 付 額〉 

  児童一人当たり一律５万円 

〈 財 源 〉 

  国庫１００％ 

〈事業及び予算内訳〉 

①低所得のひとり親世帯 

  予 算 事 業：児童扶養手当支給事業 

  支給対象者：児童扶養手当受給者等の世帯の児童で、18 歳に達 

する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある児童 

   対 象 者 数：６０６人 

   経 費 内 訳：子育て世帯生活支援特別給付金  30,300 千円 

         事務費(システム改修費等)      647 千円 

                       計 30,947 千円 

 ②その他低所得の子育て世帯 

   予 算 事 業：児童手当支給事業 

   支給対象者：①以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯の児 

童で、18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで 

の間にある児童 

   対象者数 ：９６６人 

   経費内訳 ：子育て世帯生活支援特別給付金  48,300 千円 

         事務費(システム改修費等)     1,237 千円 

                       計 49,537 千円 


